
レディーミクストコンクリートの調達について 

 

 

◇レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は下記によるものとする。 

 

 

記 

 

 

（1）JIS マ−ク表示認証製品を製造している工場（工業標準化法の一部を改正する法律（平

成 16 年６月９日公布 法律第 95 号）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証

機関）により製品に JIS マ−ク表示する認証を受けた製品を製造している工場）（以下、「JIS

表示認証工場」という。）で、かつ、コンクリ−トの製造、施工、試験、検査及び管理など

の技術的業務を実施する能力のある技術者（以下、「コンクリ−ト主任技士等」という）が

常駐しており、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工

場（以下、「○適マ−ク承認工場」という。）から選定し、JIS A 5308（レディ−ミクストコ

ンクリ−ト）に適合するものを用いなければならない。 

 

 

（2）（１）により難い場合は、JIS 表示認証工場でかつ、コンクリ−ト主任技士等が常駐し

ており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定し、JIS A 5308（レディ

−ミクストコンクリ−ト）に適合するものを用いなければならない。 

なお、この場合は、○適マ−ク承認工場からの調達ができない理由について、工事打合 

せ簿により提出し、監督職員の確認を得なければならない。 

 

 

（3）（２）により難い場合は、使用する工場について、設計図書に指定したコンクリ−トの

品質が得られること及び該当工場の配合設計及び品質管理などについて確認の上、その資

料により監督職員の確認を得なければならない。また、コンクリ−ト主任技士等が常駐して

おり配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなければならない。 

なお、この場合は、JIS 表示認証工場からの調達ができない理由について、工事打合せ簿

により提出し、監督職員の確認を得なければならない。 


